
資料５

現行の議会制度について



議員の選出

○ 議会は、直接選挙により選出された議員により構成
○ 議員は 選挙人が投票により選挙する （法§17）○ 議員は、選挙人が投票により選挙する。（法§17）

① 任 期：原則として、一般選挙の日から起算して４年（法§93）
補欠議員 任期は 前任者 残任期間（ 選法 260①）補欠議員の任期は、前任者の残任期間（公選法§260①）

② 選 挙 権：日本国民たる年齢満２０歳以上で、引き続き３か月以上市町村の区域内に住所を有する
者（法§18）

③ 被選挙権：選挙権を有する者で、年齢満２５歳以上のもの（法§19）

④ 選 挙 区
・ 都道府県議会議員都道府県議会議員

郡・市（指定都市についてはその行政区）の区域（公選法§15①、§269）
・ 指定都市議会議員

行政区の区域（公選法15⑥）
その他市 町村議会議員・ その他市・町村議会議員
原則その市町村の区域をもって選挙区となるが、特に必要があるときは条例で選挙区を設置（公

選法§15⑥）

※ 原則として 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は 人口に比例して
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※ 原則として、各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、
条例で定めなければならない。（公選法§15⑧）



議員定数

○ 人口区分に応じて上限を以下のとおり団体の人口区分ごとに法定。その数を
超えない範囲内で条例で定数を定める。（法§90、91）

○ 町村は 条例で 議会を置かず 選挙権を有する者の総会を設けることがで○ 町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることがで
きる。【町村総会】（法§94）

人口区分 定数の上限

都
道
府
県

人口１００万～ ４６人～１２０人（人口が７万人増加するごとに１人ずつ増加）

人口 ７５万～１００万未満 ４１人～４５人（人口が５万人増加するごとに１人ずつ増加）

人口 ７５万未満 ４０人

人口 ９０万～ ６４人～９６人（人口が４０万人増加するごとに１人ずつ増加）

人口 ５０万～９０万未満 ５６人

人口 ３０万～５０万未満 ４６人

市 人口 ２０万～３０万未満 ３８人

人口 １０万～２０万未満 ３４人

人口 ５万～１０万未満 ３０人

人口 ５万未満 ２６人

町

人口 ２万～ ２６人

人口 １万～ ２万未満 ２２人
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町
村

人口 ５千～ １万未満 １８人

人口 ２千～ ５千未満 １４人

人口 ２千未満 １２人



兼職・兼業の禁止

○ 兼業の禁止（法§92の２）

議員は、次に掲げる業に従事することができないとされている
ほか 議員在職中にこれらの業に従事していると 議会で出席議

○ 兼職の禁止（法§92等）

議員は、次に掲げる職と同時に身分を有することができないこ
ととされており 公選法§89等により 公務員である者が議員選 ほか、議員在職中にこれらの業に従事していると、議会で出席議

員の３分の２以上の多数により決定した場合は、失職することと
されている（法§127①）。

ととされており、公選法§89等により、公務員である者が議員選
挙の立候補者となった場合は、その候補者としての届出日に退職
したものとされ、他方、議員が在職中に次の職に就くような場合
は、いずれかの職を辞する等の必要がある。

国会議員 法§92① 【請負の相手方】 【禁止される業】国会議員 法§92①

裁判官 裁判所法§52

他の地方公共団体の議員 法§92②

普通地方公共団体の長 法§141②

当
該
地
方

請

請負人

【請負の相手方】 【禁止される業】

行
政
委
員
会

教育委員会の委員 地教行法§６

人事（公平）委員会の委員 地公法§９の２⑨

公安委員会の委員 警察法§42②

収用委員会の委員及び予備委員 土地収用法§52④

方
公
共
団
体

負

主として同一の行為

をする法人（※）の

請負人の支配人

会
関
係

海区漁業調整委員会委員 漁業法§95

内水面漁業管理員会の委員 漁業法§132による同法§95の準用

固定資産評価審査委員 地税法§425①

地方公共団体の常勤の職員 法§92②

無限責任社員、取締

役、執行役、監査役

、これらに準ずべき

者、支配人、清算人
地方公共団体の常勤の職員 法§92②

短時間勤務職員 法§92②

固定資産評価員 地税法§406①

外部監査人 法§252の28③Ⅶ

者、支配人、清算人

※ 当該地方公共団体に対する請負が、当該法人の業務の主要部分を
占め、当該請負の重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそ
れが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人
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港務局の委員会の委員 港湾法§17①
れが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人



議員の報酬等

○ 議員の報酬等

○ 報酬 費用弁償を支給（法§203① ③）○ 報酬、費用弁償を支給（法§203①・③）
○ 期末手当を支給することが可（法§203④）
※ 額・支給方法は条例で規定（法§203⑤）

○ 政務調査費（法§100⑬・⑭）

議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として その議会の会派・議員議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会の会派・議員
に対し、政務調査費を交付することができる。
※ 額・対象経費・支給方法等は条例で規定
※ 交付を受けた会派・議員は 条例で定めるところにより議長へ収支報告書を※ 交付を受けた会派・議員は、条例で定めるところにより議長へ収支報告書を
提出

4



議会の権限

住・ 調査権（法§100）・ 検査権（法§98①） 議会
住
民
そ
の
他

・ 調査権（法§100）

・ 請願受理権（法§124）

・ 検査権（法§98①）

・ 監査請求権（法§98②）

・ 調査権（法§100）

・ 議場への出席要求権（法§121）

請願処理報告請求権（法§125）

議会

議 選 決 懲 会 自

執
行
機

他
関
係
人

・ 請願処理報告請求権（法§125）

・ 同意権（法§162等）

・ 不信任議決権（法§178）

・ 承認権（法§179③等）

諮問答申権（法§206④等）

・ 議員の解職請求（法§80）
・ 議会の解散請求（法§76）

議
決
権

選
挙
権

決
定
権

懲
罰
権

会
議
規
則

自
主
解
散

機
関
（
長
）

国
会

・ 諮問答申権（法§206④等） 制
定
権

権

） 会
、
関
係
行

・ 公益に関する事件についての意
見書提出権（法§99）・ 議会の招集（法§101）

・ 再議・再選挙の請求（法§176・177）
行
政
庁

再議 再選挙の請求（法§ ）

・ 議会の解散（法§178）

・ 専決処分（法§179・180）
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議会の議決権

地方議会の議決すべき事項については、地方自治法第96条第1項各号に列挙されており、
いわゆる制限列挙主義が採用されている。

① 条例の制定・改廃（法§14）
② 予算の議決（法§211・218）

議決事件

② 予算の議決（法§211 218）
③ 決算の認定（法§233）
④ 地方税の賦課徴収・分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収
⑤ 工事・製造の請負契約のうち、政令で定める基準額以上で条例で定める額以上の契約の締結（令§121の２①）
⑥ 財産の交換・出資・支払手段としての使用・適正な対価なくしての譲渡又は貸付け（法§237②）
⑦ 不動産の信託（法§237③）
⑧ 政令で定める面積以上の不動産、動産、不動産信託の受益権の買入れ・売払いの契約のうち、政令で定める基準

額以上で条例で定める額以上の契約の締結（令§121の２②）
⑨ 負担付きの寄付・贈与
⑩ 権 放棄⑩ 権利の放棄
⑪ 条例で定める公の施設の長期かつ独占的な利用（法§244の２②）
⑫ 地方公共団体が当事者である不服申立て・訴えの提起・和解・あっせん・調停・仲裁
⑬ 損害賠償額の決定
⑭ 公共的団体等の活動の総合調整⑭ 公共的団体等の活動の総合調整
⑮ 法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む）により議会の権限に属する事項（例：指定管理者の指

定、外部監査契約の締結、地方道路の認定 等）
※ このほか、条例で地方公共団体に関する事件（法定受託事務に係るものを除く）について議会の議決事項を定め

ることができる（法§96②）
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ることができる（法§96②）

※ 専門的事項に係る調査（法§100の2）
議案の審査又は当該団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験者等にさせること

ができる。



議会の執行機関等に対する監視機能

検査（法§98①）
・ 当該団体の事務に関する書類・計算書を検閲し、長等の報告を請求

して、当該事務の管理、議決の執行、出納を検査することができる。

調査（法§100）
・ 当該団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出

頭・証言・記録の提出を請求することができる。

執

長

教育委員会

選挙管理委員会 副知事（副市町村長）（法§162）・監査委員の選任

長の不信任議決（法§178）

行

機

関

人事（公平）委員会

公安委員会

地方労働委員会

議
長・委員長等に対する議場への出席要求（法§121）

副 事（副市 長）（法§ ） 委員 選
同意（法§196①）等

議
地方労働委員会

農業委員会

監査委員

会

監査請求（法§98②）
・ 監査委員に対し、当該団体の事務に関する監査を求
め、監査結果に関する報告を請求することができる。

会

外部監査人への説明要求・外部監査人への意見
陳述（法§252の34）

外部監査人
外部監査契約に係る議決（法§252の36）
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※ 第三セクター等の経営状況書類の提出（法§243の3）
長は、２分の１以上出資法人等の事業計画・決算書類、不動産信託の受託者の事業計画・実績書類を議会へ提出しなければならない。



委員会制度

常任委員会
（法 109）

・ その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、
陳情等を審査

○ 委員会の種類

（法§109） 陳情等を審査
・ 議員は、少なくとも一の常任委員となる。

議会運営委員会
（法§109の２）

・ 議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する
事項 議長の諮問に関する事項に関する調査を行い 議案 陳情等を審査（法§109の２） 事項、議長の諮問に関する事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査

特別委員会
（法§110）

・ 会期中に限り、議会の議決により付議された特定の事件を審査

○ 議案提出権
議会の議決すべき事件につき、各委員会の所掌の範囲内で、議会に議案を提出することができる。

（法§109⑦等）

○ 公聴会
委員会は、予算その他重要議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有している者・学識

経験者等から意見を聴くことができる。（法§109⑤等）

○ 参考人
委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査・審査のため必要があると認めるときは、参考

人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。（法§109⑥等）

会中審査
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○ 閉会中審査
委員会は、議会の議決により付議された特定の事件について、閉会中においても、これを審査するこ

とができる。（法§109⑨等）



議会の運営

議会の招集

（法§101）

・ 議会は、長が招集

・ ①議長は、議会運営委員会の議決を経て、また、②議員の定数の４分の１以上の者は、長
に対し 会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することが可に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することが可

・ 上記請求があったときは、請求日から２０日以内に招集しなければならない。

定例会・臨時会

（法§102）

・ 定例会は、毎年、条例で定める回数招集

・ 必要がある場合において、その事件に限り、臨時会を招集

定足数、議員の請
求による開議

・ 議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。（法§113）

・ 議員の定数の半分以上の者からの請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなけれ
ばならない。（法§114）

①議
長
・
副

選出 議員の中から議長・副議長１人を選挙（法§103①）

任期 ・ 議員の任期による（４年）（法§103②）

・ 議会の許可を得て辞職することができる（法§108）

議
長

議長の権限 秩序維持権（法§104・129・130・131）、議事整理権（法§104）、事務統理権（法§104・138
⑦）、議会代表権（法§104）、委員会における発言権（法105） 等

議案の提出 ・ 議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。（法§112）

＊ 執行機関の執行の前提要件・前提手続として議決を経るべき事件の提案権は、長に専属

＊ 予算の提案権は長に専属

＊ 団体の意思を決定すべき事件の提案権は、他の特別の規定がない限り長と議会の双方に
存する。（議員提出は定数の12分の1）
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＊ 議会に常任委員会等を設置するための条例の提案権などは、議員に専属

・ 常任・議会運営・特別委員会は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出するこ
とができる。（法§109⑦等）



会議の公開

（法§115）

・ 会議は公開

・ ただし、秘密会を開くことができる。（議長又は議員３人以上の発議により、出席議員の
３分の２以上の多数での議決が必要）

修正の動議 ・ 議案に対する修正の動議を議題とする場合には 議員の定数の１２分の１以上の者の発議修正の動議

（法§115の２）

・ 議案に対する修正の動議を議題とする場合には、議員の定数の１２分の１以上の者の発議
によらなければならない。

表決

（法§116）

・ 議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

（例外）法§

＊ 事務所の位置の条例、秘密会、議員の資格決定、拒否権による再議など → 出席議員
の３分の２以上の多数での同意

＊ 直接請求による副知事等の解職、除名処分、不信任議決など → 議員の３分の２以上
の出席、その４分の３以上の同意の出席、その４分の３以上の同意

除斥

（法§117）

議長及び議員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件、こ
れらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することが
できない。（ただし、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することが可能）

会期不継続の原則

（法§119）

会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。

会議規則

（法§120）

議会は、会議規則を設けなければならない。

（法§120）

議会事務局

（法§138）

・ 都道府県の議会に事務局を置く。

・ 市町村の議会に条例に定めるところにより、事務局を置くことができる。

議会図書室の附置 議員の調査研究に資するため 図書室を附置し 官報・公報・刊行物を保管
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議会図書室の附置

（法§100⑰）

議員の調査研究に資するため、図書室を附置し、官報 公報 刊行物を保管


